
 

 
福岡市教育委員会 通学区域課 

 
 

 

 

 

 

 内 容 
１ アイランドシティ地区新設小学校（仮称）（以下「新設小学校」という。）の通学区域の設定 

（１）新設小学校の 

ア.照葉北小学校の通学区域のうち、 
香椎照葉五丁目、香椎照葉六丁目、みなと香椎一丁目から三丁目 
香椎照葉七丁目28 番１、７、12、14、29 番13、58、124から126、128、129 

イ.新設小学校に在校する児童については、照葉中学校へ進学することとなります。 

（２）新設小学校開校時の令和６年４月１日から実施します。 

 

２ 照葉北小学校及び照葉小学校の通学区域の一部変更 

（１）設定内容 

照葉北小学校の通学区域のうち、香椎照葉三丁目（香椎照葉三丁目１番、２番 

（２号から５号を除く））を照葉小学校の通学区域に変更します。 

（２）令和６年４月１日から実施します。 

 

 担 当 

福岡市教育委員会 通学区域課   
〒810-8621 福岡市中央区天神１－８－１ 
電話:092-711-4252 FAX:092-733-5539 
 
 
 

 

 

 

 令和６年４月開校予定のアイランドシティ地区新設小学校（仮称）と 
照葉北小学校及び照葉小学校の通学区域を設定しました。 

通 学 区 域 設 定 の お 知 ら せ アイランドシティ地区新設小学校（仮称）の通学区域 


